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はじめに

1980年代､ アメリカは貿易収支と財政の赤字

(｢双子の赤字｣) に見舞われ､ 国全体が曲がり角

に立たされていた｡ このために､ アメリカ経済

(社会) の建て直し策の一環として､ 公教育改

革が必要との声が起きてくる｡ 公教育の水準低

下が､ アメリカ経済の優位性を脅かしていると

の認識に立ってのことであった｡

一方､ 子どもの親達にも､ 荒れた学校､ 居住

地による教育格差､ 学力低下等により公教育へ

の不満が増大していた｡

教育界ではもとより､ 学校の荒廃､ レベルの

低下を危惧していた｡ 教育の停滞は国の活力を

そぎ､ ひいては経済力の低下をもたらすとの危

機感は強かった｡ 後述する報告書 ｢危機に立つ

国家｣ が次のように指摘している｡ ｢われわれ

の関心は､ 社会の骨組をしっかりとつくりあげ

るのに必要な国民の知的､道徳的､ 精神的活力

に及んでいる｡ すべての人びとが高いレベルの

教育を共有することこそ､ 自由で民主的な社会

には欠くことができないし､共通な文化を育て

ていくためにも必要である｡(１)｣

公教育改革の必要性が認識されるとともに､

種々の改革案が提示されることとなる｡ しかし

ながら､ 種々の改革案も､ また､ さまざまな試

みもなかなか成果をあげるまでには至らなかっ

た｡

今日､ アメリカの公教育改革は､ チャーター・

スクールを中心として展開していると思われる｡

自由､競争､ 公平はアメリカ人が尊重する基本

的な価値観であるが､ チャーター・スクールは､

公立学校に競争原理を導入することで活性化を

図ろうとする試みである｡
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1996年､ クリントン大統領が一般教書で､

｢全米のチャーター・スクールの数を西暦2000

年までに3,000校にする｣ と演説してから､ チャー

ター・スクールの開設にはずみがつくこととなっ

た｡

ここで､ 今日のアメリカで､ チャーター・ス

クールがいかに受け入れられているかの､ エピ

ソードを一つ紹介しよう｡

1996年８月､ デトロイトの都心部にコリン・

パウエル・アカデミーが開校した｡ 同校はデト

ロイトのなかでも､ 酒屋､ バー､ 落書き､ 麻薬

密売人のあふれる最も貧困な地区にあり､ 多く

のアフリカ系アメリカ人の子どもが通うチャー

ター・スクールである｡ 校名の由来は現アメリ

カ国務長官コリン・パウエルに因むものである｡

パウエルは湾岸戦争当時の統合参謀本部議長で

あった｡ ジャマイカ移民の子としてハーレムに

生まれ､ ブロンクスの学校で苦労しながら学び､

軍の最高位までのぼりつめた将軍である｡ 軍を

引退して後､ 都心部の若者の育成に意欲的であっ

た彼が､ 学校からの申し出に同意したことで､

新設されるチャーター・スクールに名を冠する

ことになった｡ 1997年９月､ 同校を訪問した際

に､ 彼は以下のように述べたといわれる｡ ｢私

はイギリスで騎士号をいただき､ ブッシュとク

リントンというふたりの合衆国大統領からも自

由勲章をいただく栄誉に浴した｡ しかし､ この

学校に私の名前をつけていただいたことに比べ

れば､ 私にとってこれらの叙勲はとるにたらな

いものである｡(２)｣

近年､ 我が国でも､ 公立学校の多様化､ 学校

の選択制を模索し､ さまざまに議論されるよう

になってきた｡ 日本版チャーター・スクールを

めざし､ 活動している NPOも出てきている｡

本稿は､ チャーター・スクールでは10年の実

績をもつアメリカをとりあげる｡ アメリカの公

教育改革の流れの中で､ さまざまな改革を経て､

チャーター・スクールに至る道のりと､ チャー

ター・スクールの現状について概観するもので

ある｡

Ⅰ. 二つの報告書

1980年代､ アメリカは経済の低迷と国際的競

争力の弱体化等によって､ 危機的事態に直面し

ていた｡ このような状況下に､ アメリカの再生

をめぐってさまざまに議論が展開された｡ 政界

や経済界はもとより､ 教育界でも現状は深刻に

受け止められ､ 改革論議も活発であった｡ ただ､

国の再生には教育改革が必要との認識では一致

していた｡ ここでは数多く公開されてきた教育

改革論議のなかで､ 特に重要でかつ影響力の大

きかった二つの代表的な報告書を見ることにす

る｡

１. ｢危機に立つ国家｣ (A Nation at Risk)

｢小さな政府｣ ｢強いアメリカ｣ を標榜するレー

ガン政権の教育長官であったベル (T.H.Bell)

は､ アメリカ経済の危機を､ 公教育の水準低下

が原因であると考えていた｡ 経済の再建をはか

り強いアメリカを復活するためには､ アメリカ

教育の再生が不可欠との認識のもとに､ ベルは

1981年８月､ 諮問機関 ｢教育の卓越に関する全

国審議会 (National Commission on Excellence

in Education)｣ を設置した｡ 審議会は､ Ｄ.Ｐ.

ガードナー・ユタ大学学長 (会長) ほか州・地

方教育長､高校校長､元州知事､ 企業のトップ等

18名の委員で構成された｡ 同審議会は連邦政府

主導の審議会である点に特色があった｡

1983年４月には､ 同審議会から報告書 ｢危機

に立つ国家―教育改革への至上命令―｣ (A Na-

tion at Risk：The Imperative for Educational

Reform) (以下､ ｢危機に立つ国家｣ とする) が提

出された｡

同報告書はいう｡ ｢わが国は危機に直面して

いる｡ かつては商業､ 工業､ 科学､ 技術革新に

おいて他の追従を許さなかったわれわれの優位

も､ いまや世界中で多くの競争者に奪われよう

としている｡(３)｣

更に､ 同報告書は､ アメリカの教育の現状を､
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凡庸さの潮流に身を任せているととらえ､ 危機

を示す具体的事実を列挙していった｡ 主要な点

を要約すると以下のとおりである(４)｡

・10年前完了した学力の国際比較では､ アメ

リカの学生・生徒は学力テストのうち19種

類で１位または２位がとれなかったし､ 他

の工業化諸国と比べると７回も最下位になっ

ている｡

・アメリカの成人のうち約2,300万人は､ 日

常の読み､ 書き､ 理解のテストで機能的に

文盲 (ママ) である｡

・17才のアメリカ人の約13％が機能的に文盲

(ママ) であることがわかった｡ 特に少数

民族の青年層ではこれが40％にも及んでい

る｡

・大学入試委員会実施の進学適性テスト

(SAT) の得点は､ 1963年から1980年にか

けて､ 実質低下しっぱなしである｡ 言語テ

ストおよび数学の平均点は､ 前者が50点以

上も下がり､ 後者は40点近く下がっている｡

・大学入試委員会実施の学力試験も､ 近年は

物理､ 英語などの教科で一貫して低下して

いる｡

・17才青年層の多数が ｢高度の｣ 知的スキル

を期待ほどもっていない｡ 40％近くは文書

題からの推論ができないし､ 説得力のある

論文の書けるのは五分の一にすぎない｡

・1969年､ 1973年､ 1977年に行われた科学能

力の全国評価によると､ 17才青年層の科学

の成績点は毎回低下している｡

・産業界､ 軍の指導者も､ 読み､ 書き､ スペ

リング､ 計算などの基礎技能について､ 補

充指導の教育・訓練計画を実施するのに､

数百万ドルもかかるとこぼしている｡

審議会は以上のような現状分析のうえに立ち､

以下のような一連の提案を行った｡ この中には

直ちに実行できるものから､ 数年にわたって実

施するものまでが含まれている｡

提案Ａ 教育内容

州および各自治体の高校の卒業要件

を強化するよう提案｡ 卒業免除を取得

しようと思えば､ 少なくとも５つの新

しい教科の基礎を固めておく必要があ

る｡ そのためには高校４年間に次のカ

リキュラムを履修しなければならない｡�国語４年間､ �数学３年間､ �理科
３年間､ �社会科３年間､ �コンピュー
タ科学１年半｡

大学進学者はこれに加え高校で２年

間の外国語学習｡

提案Ｂ 教育基準と教育期待

学校・大学はもっときびしい､ 測定

可能な基準を用いること｡ 学生・生徒

の学業と行動に対する期待を高めるこ

と｡ ４年制大学は入学許可基準を高め

ること｡

提案Ｃ 時間配当

新しい基礎教科の学習にもっと時間

をかけること｡ 一日の授業時数をもっ

と有効に使うか､ 時間数を延ばすか､

一年の授業日数を延ばす｡

提案Ｄ 教員

教員養成の改善､ 教職をもっと報酬

の多い､ 尊敬される職業にする｡

提案Ｅ 指導と財政援助

改革の実現に必要な指導は､ 教育者

と選挙できめられた役職者に､ 責任を

もって行わせる｡ 国民は本審議会提案

の改革の実行に必要な､ 財政援助と一

貫性を保証すること｡(５)

アメリカの公教育は危機に立たされている､

との審議会の答申が与えた衝撃は大きかった｡

また同時に､ 公教育改革が最初に国家的政策課

題として前面に登場したのであった｡

1957年10月､ ソビエトがアメリカに先駆け人

工衛星スプートニク１号の打上に成功し､ アメ

リカの朝野に大きな衝撃を与えたことがあった｡

いわゆるスプートニクショックである｡ それ以

来の衝撃とされ､ 教育改革にさまざまな論議を
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呼び起こし､ 全米に警鐘を乱打するものとなっ

た｡

しかし､ 教育無視の大統領と批判されたよう

に､ レーガン大統領自身の教育問題に対する関

心の薄さと､ レーガニズムの一環としての､ 教

育予算の削減の影響は大きかった｡ また､ 上か

ら下への改革の掛け声にとどまったとの指摘､

教育現場の実態を無視した側面があった等によ

り､ 実際の学校現場や教師の反応は意外ににぶ

く､ 改革の実はあがったとは言いがたいものが

あった｡

２. ｢2000年のアメリカ－教育戦略｣

1989年１月､ 大統領に就任したブッシュは､

教育大統領と呼ばれたいと望んでいたように､

教育問題には意欲的であった｡

ブッシュ大統領は､ 1989年９月バージニア州

シャーロッテビルのバージニア州立大学に､ 全

米の州知事を招いて２日間にわたる ｢教育サミッ

ト｣ (Education Summit) を開催した｡ この時､

クリントン・アーカンソー州知事はサミット会

議の副議長をつとめている｡ この教育サミット

で議論された問題点と改革の重点項目は､ 翌

1990年２月､ ６つの ｢国家の教育目標｣ として

採択された｡ また1991年の大統領教書で､ ｢2000

年までに達成すべき６つの教育の全米目標｣ と

して発表された｡

1991年４月にはアレクザンダー連邦教育長官

(元ノース・キャロライナ州知事) が､ ｢教育長

官からのメッセージ｣ として ｢2000年のアメリ

カ－教育戦略｣ (以下､ ｢2000年のアメリカ｣ とす

る) を発表した｡ 前述の６項目を教育目標とし

て掲げ､ 国を挙げて行う実行計画であるとした

のである｡

｢教育の優秀性に関する全米審議会が､ わが

国を 『危機に立つ国家』 と宣言してから８年､

教育は一向改善していない｡ (略) われわれは

いま国家全体として､ 教育に対し国防以上の投

資を行っているのである｡ しかるに､ 結果は一

向改善していない｡(６)｣

ここでいう､ 2000年までに達成すべき教育目

標・６項目とは､ すなわち､

｢西暦2000年までに

１ アメリカ中の子どもはすべて学習のレディ

ネス (学校教育への開始準備) を身につ

けて入学する｡

２ 高校の卒業生を少なくとも90パーセント

まで上げる｡

３ 児童生徒は第４､ 第８､ 第12学年から上

級へ進むさい､ 英語､ 数学､ 理科､ 歴史､

地理を始めとする教科に立ち向かい､ そ

れらに対する実力を示すようになる｡ ま

たアメリカの学校はいずれも､ 児童生徒

が精神を活発に働かすよう配慮し､ それ

によって青少年が責任ある市民性､ 学習

の継続､ 現代経済における実りある雇用

に十分対応できるようにする｡

４ アメリカの児童生徒が理科､ 数学の成績

において世界第一となる｡

５ 成人はすべて識字能力をもち､ 世界経済

において競争相手に立ち向かい､ 市民と

しての権利と責任を行使するに必要な知

識技能を身につける｡

６ 学校は薬物使用､ 暴力行使の憂いから開

放され､ 学習を奨励する規律正しい環境

となる｡(７)｣

これらの目標達成のために､ 以下のような４

部からなる教育戦略が提案され､ さらにそれぞ

れの戦略を実行するための具体策が提示され

た(８)｡

１ こんにち学校に学ぶ人びとのために

よりよい､ いっそうの責任ある学校

→新しい世界的基準､ アメリカン・アチー

ブメント・テスト等の15の具体策

２ あすの学校に学ぶ人びとのために 新

世代のアメリカの学校

→研究開発､ 新しいアメリカの学校等の

５つの具体策

３ その他の国民 (きのう学校で学んだ人びと､

きょう職場で働く人びと) のために
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学ぶものの国家

→民間における技能と基準､ 技能診断所

等の５つの具体策

４ 学習の場としてのコミュニティ

→2000年のアメリカのコミュニティ､ 州

知事の指定等の５つの具体策

ブッシュ大統領がかかげた､ 2000年までに達

成すべきとした教育目標は､ 1992年の大統領選

挙で､ ブッシュがクリントンに敗れたため､ 頓

挫したかにみえた｡

ブッシュ大統領の教育政策の評価としては､

｢2000年のアメリカ｣ を発表し､ ６つの全米目

標の設定という大事業を軌道に乗せたことがあ

げられる｡ アメリカにおいては､ 合衆国憲法に

教育に関する定めがなく､ 教育は元来州の専管

事項とされてきた｡ 連邦政府が強力なリーダー

シップのもとに､ 教育目標､ 教育改革のための

理念的指針を掲げたことは画期的とされた｡ 今

ひとつは､ ｢学校選択｣ 制を推進したことがあ

げられる｡ 具体的にはマグネット・スクールを

支援し､ 公立､ 私立をとわず､ 親が学校選択を

することを認め､ 援助金としての ｢バウチャー｣

の交付を取り上げたことである｡ (後述)

1992年の大統領選挙で､ ブッシュ大統領は湾

岸戦争の勝利にもかかわらず､ 民主党のクリン

トンに敗れた｡ 政権は共和党から民主党に移っ

たものの､ 州知事時代から教育問題には熱心に

取り組んでいたクリントンは､ 結果としてブッ

シュ大統領の ｢2000年のアメリカ｣ を引き継ぐ

ことになる｡

選挙キャンペーンでは､ ブッシュ､ クリント

ンの両候補とも教育問題には力点をおいていた

が､ 両者の間では大きな公約の違いは見出せな

かった｡ それでも､ ブッシュは ｢2000年のアメ

リカ｣ を柱に､ 2000年までに国家目標を実現さ

せるという教育改革を訴えた｡ クリントンは南

部のアーカンソー州の知事を12年間務め､ 教育

問題に熱心に取り組んだこと､ ことに1983年に

はヒラリー夫人を登用し､ 州教育総合改革法を

成功させた点をアッピールしていた｡ クリント

ンは遊説先のロサンゼルスで､ 知事時代には毎

日改革案の法制化と実施のために身を挺して闘っ

てきたと実績を誇示した｡ ｢アメリカには､ ４

年に一度 (大統領選挙のとき) だけではなく､

毎日教室にあらわれる大統領が必要なのだ｡(９)｣

しかし､ 前述のようにクリントンは ｢教育サ

ミット｣ では副議長を務めていた｡ そもそも

｢2000年のアメリカ｣ は､ ブッシュ大統領と全

米州知事との合意に基づき始まったものであっ

た｡ クリントン自身中心的メンバーの一人とし

て加わっており､ 教育改革政策の根幹部分をつ

くりあげることに関与していた(10)｡ 結果とし

て､ クリントンはブッシュの政策を引き継ぐこ

とになる｡

1993年１月､ 大統領に就任したクリントンが

教育分野で行った最初の改革は､ 1994年３月31

日､ ｢目標2000年―アメリカ教育法｣ (Goals

2000：Educate America Act)(以下､ ｢目標2000

年法｣ とする) の法律に署名したことであった｡

ブッシュ大統領時代には ｢2000年のアメリカ｣

で国の教育目標としていたものを､ 少し手を加

え連邦法として成立させたものである｡

｢目標2000年法｣ では８つの教育目標が掲げ

られた(11)｡� すべての子どもが学習準備を整えてから

就学すること｡� ハイスクールの卒業率を少なくとも90％

以上に引き上げる｡� すべての児童・生徒は､ 英語､ 数学､ 以

下､ 外国語､ 公民､ 芸術､ 歴史､ 地理等

の主要な教科内容に関して､ 目標を達成

した後に､ ４年生､ ８年生､ 12年生を修

了する｡� 全米の教員は､ 専門技能を継続して向上

できるような研修プログラム､ また次世

代に子どもたちが対応できるようにする
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ために必要な知識や技術をえられるプロ

グラムを受けることができる｡� 全米の児童・生徒は数学および理科の学

力で世界のトップクラスとなる｡� 成人のアメリカ人は全員識字可能となり

世界経済のなかで競争できる知識と技術

力を身につけ､ 市民としての権利と義務

を行使できるようにする｡� アメリカの学校は､ 麻薬・暴力および銃

やアルコールを排除し､ 学習のたすけと

なる規律のとれた環境を提供する｡� 学校と家庭は連携することで､ 父母の関

与や参加を増やし､ 子どもたちの社会的､

情緒的､ 学問的成長を促す｡

この８つの教育目標のうち�～�､ �～�の
目標は､ ブッシュ前大統領時代に ｢2000年のア

メリカ｣ で設定された６つの目標を踏襲したも

のである｡ �の教員養成・研修の充実と�の子
どもの教育への親の関与の増大の２項目が､ ク

リントン大統領によって新たに付け加えられた

ものである｡

｢目標2000年法｣ によって､ 教育は州と地方

の責任であるが､ 同時に国家的優先事項である

べきだと認められたのである｡

Ⅱ. 学校の選択

1980年代後半以降盛んになった教育改革の議

論に比し､ 生徒の成績には目立った改善は表れ

ず､ さまざまな試みが良く機能したとは言いが

たい｡ その背景としてあげられるのは､ 一連の

改革案が､ 州の専管事項である教育への連邦政

府の介入であるととらえられ､ 反発をうけたこ

とである｡ また､ 地方教育行政の官僚化の弊害､

すなわち肥大化した学校組織､ 柔軟性を欠く法

令規則や組合契約等も教育の改善を阻んでいる

要因であった｡

そこで､ 教育結果への責任制を欠く､ 現状維

持志向の現行教育システムを改革することなし

には､ 教育の質的向上の実現はできないと考え

られるようになってきた｡ こうした主張に対応

し､ 伝統的な公教育制度の構造的変革を図る手

段として出現したのが､ 教育の ｢選択｣ ｢分権｣

｢民営化｣ の動きである(12)｡

特に､ 教育の選択､ 民営化はチャーター・ス

クールの誕生につながる流れとなるものである｡

以下では､ 影響力の大きい学校の選択問題に

ついて概観することにする｡

１. 学校の選択とは

裕福な家庭では､ 子どもを最善と思われる学

校 (例えば授業料負担のある私立学校) に通わせ

ることは可能である｡ しかし､ 公教育を選ばざ

るをえない家庭の子どもには､ 通学する学校は

居住地に基づく学校区に限られてしまう｡ 子ど

ものニーズ､ 教育の質､ 学校の安全や規律に不

満があっても選択の余地はない｡ そもそも学校

選択 (school choice) とは､ 子どもの通う学校

を決めるのに､ より広い選択肢を両親に与える

べきであるとの考えである｡ 学校選択を推進す

る理由には以下のようなものがある(13)｡

・独占状態である公教育に市場原理の導入す

れば､ 公教育システム全体の向上を促進す

ることができる｡ 水準の低い学校には改善

の動機付けがなく､ そのような学校の生徒

は抜け出す方法がない｡ 学校間の競争が促

進されれば､ 希望に沿うよう努力をする学

校は栄えるし､ 劣悪な学校は淘汰され､ 教

育全体の質的向上が図られる｡

・教育への両親の関与の増大は子どもの学習

進歩を促進する｡ 学校選択は､ 両親に熟考

する機会を与え､ 教育への関与を増大させ

る契機となる｡ クリントンの ｢目標2000年

法｣ の第８目標にあるように､ 両親の教育

への関与は生徒の学習成果向上のための重

要な要素と考えられている｡

・学校選択は教育機会を増大させ､ 生徒や両

親の学校に対する満足度を高める｡

一方､ 学校選択への批判としては､ 一部の生

徒のためのエリート学校を作り出すため､ かえっ

レファレンス 2003.３12



て人種や所得間の不平等を拡大するだけでなく､

限られた公的資金が分散され､ 公教育の改革努

力が妨げられるとの主張がある｡

現在､ 学校選択の形態として最も注目を集め

ているのが､ 後述の ｢チャーター・スクール｣

であるが､ チャーター・スクールの登場以前に

学校選択として考えられたものに､ オルタナティ

ブ・スクール､ マグネット・スクール､ バウチャー

制度がある｡ まずこれらを見ることにする｡

２. オルタナティブ・スクール (alternative

school)

オルタナティブ・スクールとは､ 1960年代に

使われ始めた言葉である｡ オルタナティブ

(alternative) とは､ 文字通り二者択一とか､

代わりとなるという意味である｡ 当初は従来の

学校の代わりに､ 型にはめ込まれた教育から自

由に､ 束縛から解放された教育を標榜した ｢オ

ルタナティブ教育理念｣ を実現しようとする

｢壁のない学校 (school without wall)｣ を意味

していた｡ 教師や生徒の自主性を重んじ､ 学校

経営の自主裁量を許容し､ 自由なカリキュラム

編成と教育方法を育成するというものであった｡

しかし､ 1970年代から80年代にかけて､ 各地

の教育委員会が､ 落ちこぼれや学業不振の子ど

もたちのために開校した学校をオルタナティブ・

スクールと呼ぶようになる｡ 普通の公立学校に

在籍すれば他の生徒に悪い影響を及ぼすような

非行生徒､ 正規の教育では疎外されがちな生徒

等を受け入れる学校が､ オルタナティブ・スクー

ルである｡ 学校区ごとに一つないし複数のオル

タナティブ・スクールを設立し､ 正規の学校に

不適応な生徒・問題児を送り込み､ 強制的に矯

正指導を受けさせる｡ すなわち､ 無断遅刻､ 欠

席､ 暴力・恐喝､ 麻薬・アルコール乱用､ 妊娠・

子持ち等の生徒が送られてくるのである｡ 矯正

指導を受け､ 立ち直りが認められた生徒は､ 元

の学校に戻ることができる｡ これにより､ 正規

の学校には秩序がもたらされるようになったの

である｡ 現在では各州にくまなく設置されるよ

うになった｡

ただし､ 学校の名称は､ そのままオルタナティ

ブ・スクールと名乗ることは少なく､ 地名､ 人

名やその他の名称が使われることが多い｡ 従っ

て､ 学校の名前を聞くだけでは､ オルタナティ

ブ・スクールかどうかの判断はむつかしい｡

オルタナティブ・スクールが行き渡るには､

アメリカの教育界に広まった ｢ゼロトレランス

方式｣ の考え方と表裏一体をなすものがあった｡

ゼロトレランス (zero-tolerance) 方式とは､

｢寛容さなしの指導｣ という意味である｡ 暴力

行為､ 麻薬､ 非行等を行う生徒には寛容さなし

の措置､ すなわち､ 直ちに処罰を行うとするも

のである｡ 従来は､ 生徒の事情を聞くとか､ 理

解に基づく指導であった｡ 規則違反者には罰則

を規則どおりに適用し､ 責任をとらせるというも

のである｡ 今日､ アメリカの学校に秩序をもた

らしたものは､ ゼロトレランス方式の採用､ 具

体的にはオルタナティブ・スクールだという(14)｡

３. マグネット・スクール (magnet school)

マグネット・スクールとは､ 地域的な通学区

の指定をもたず､ 独自の特色あるカリキュラム

によって､ 多くの生徒を惹きつける学校である｡

マグネット (磁石) が鉄を吸い寄せるように､

学校の特色､ 魅力 (カリキュラム) で生徒を引

き寄せようとするものである｡ 広い地域から生

徒を募集することが認められた公立学校である｡

マグネット・スクールの歴史的背景としては､

人種差別廃止の手段であることがあげられる｡

1970年代､ 学校の人種的なバランスをとるため､

白人学校へ黒人生徒を､ 黒人学校へ白人生徒を

通学させるとき､ 法的強制力のあるバス通学の

方法がとられた｡ これに対し､ 地元の学校に通

えないのはおかしいと反対運動が起こり､ 流血

騒動にまでおよんだ｡ このための解決策として､

生徒達を引き付ける魅力ある公立学校をつくり､

結果として人種の統合を図ろうという方法がと

られたのである｡

ここで大きな要素となるのが､ 生徒を引き寄
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せる魅力ある ｢特別なカリキュラム｣ である｡

アカデミックなカリキュラム､ 芸能教育に重点

をおくカリキュラム､ 実際的な職業教育等々さ

まざまに特化が図られた｡ また､ そのためには

優れた教師､ 施設の問題も見逃せない｡ そうな

れば当然入学希望者が増えるであろうから､ 選

抜の問題が生じてくる｡ 公立学校として､ 選抜

の条件は地元の生徒の入学を妨げないこと､ 人

種別構成のバランスを失わないことの配慮が必

要となる｡ こうしたことから､ マグネット・ス

クールは公的システムの中の私立学校であると

批判する声もある(15)｡

マグネット・スクールを財政的に支えようと

したのがバウチャー制度である｡

４. バウチャー (voucher) 制度

バウチャー制度(16) とは､ 経済的に負担をし､

学校選択の枠を広げようとする試みの一つであ

る｡ 親が子どもを通わせる学校を自由に選べる

ようにするため､ 連邦政府は授業料に充当でき

る一定のクーポン券 (または現金引換え券＝バウ

チャー) を負担する｡ 就学校の選択は公立､ 私

立を問わない｡ 公立学校に競争原理を導入し､

すなわち学校間に生徒の獲得競争を起こさせ､

それによって学校教育の質的改善を図ろうとす

る制度である｡ 低所得層の家庭がより良い学校

を選択するには (特に私立学校を選択するには)､

経済的に大きな制約があった｡ 公費による補助

は社会正義の実現に寄与するものとされた｡ 貧

困層にも経済的援助を行うことで､ 教育の自由

選択の機会均等を保証しようとするものである｡

このバウチャー制度にも問題点が指摘されて

いる｡ 第一は､ 公費をもって私立学校を補助す

ることになるとの疑念である｡ 私立学校の多く

は宗教系であり､ 従って､ 公費が特定の宗派の

ために支出されることになるのは､ アメリカ合

衆国憲法修正第１条に違反する疑いがあるとす

るものである｡

本来､ 公立学校が受け取るべき財源が､ 他の

学校へ振り分けられれば､ 当然のことながら元

の学校は予算減となる｡ 自由な競争原理でお互

い切磋琢磨により､ より良い学校をめざすとす

る理念も､ 実際にはなかなか実現が困難である｡

成績の悪い公立学校から10％の優秀な子どもを

救出できても､ 残りの90％以上の子ども達が通

う公立学校を救うことは難しい｡

また､ 私立学校は希望する生徒のすべてを入

学させる義務はないが､ 公立学校では学習能力

や品行に問題のある子ども､ 障害のある子ども

等すべてを受け入れる｡ 私立学校が公的資金を

使用しながら､ 公的責任は負わなくてもよいの

かという指摘がある｡

バウチャーの起源は､ 経済学者ミルトン・フ

リードマン (Milton Friedman) が1962年に著

わした ｢資本主義と自由｣ で提唱したところに

よる｡

｢政府はある最低限水準の学校教育を義務づ

け､ それをまかなうには親に証票 (バウチャー)

をあたえて､ ｢公認の｣ 教育サービスに費やさ

れるならば子供一人一年当たりある一定の最高

限度額までそれが償還されることができよう｡

そうすると親はこの金額といくらでも自分で用

意した金額と合わせて､ 自分自身で選んだ ｢公

認の｣ 機関から教育サービスを購入するのに自

由に費やすことができよう｡(17)｣

Ⅲ. チャーター・スクール (charter

school)

１. チャーター・スクールへの道のり

学校選択の一形態であるオルタナティブ・ス

クール､ マグネット・スクール､ バウチャー制

度がさまざまに試みられてきたが､ 実際にはこ

れらが公教育改革の決め手となることはなかっ

た｡

ことに全米の教育界では大きな勢力である教

員組合が､ バウチャー制度に反対していること

の影響が大きかった｡ 各州の教員組合は､ 税金

を公立学校から奪いとり､ 私立学校にまわすも
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のだと主張している｡

また､ バウチャー制度の支持を表明していた

ブッシュ大統領が､ 1992年の大統領選挙で敗れ

たことも見逃せない｡

｢危機に立つアメリカ｣ や ｢2000年のアメリ

カ｣ という代表的な二つの報告書が指摘したよ

うに､ アメリカの公教育の改革は焦眉の急であっ

た｡ しかし改革の実はなかなかあがらない｡ こ

のようなトップダウン方式による改革は､ 教育

は州の専管事項とするアメリカの風土では､ 受

け入れられにくいものがあった｡

実際の教育行政の第一線､ すなわち各学区の

実情は複雑であった｡ 政党､ 教員組合､ 父母､

人種､ 宗教､ 財界､ 官僚組織の主張､ 利害が錯

綜している｡ バウチャー制度や免税制度 (子ど

もを私立学校に通わせる家庭に対して､ 授業料の一

部または全額を免税とするもの) が公教育の民営

化や廃止論としてエスカレートする一方で､ 学

校選択が時代風潮となってきた｡ そこで公教育

行政は､ 次第に､ 通学校を指定する権利だけで

なく､ 学校開設､ 学校運営､ カリキュラム策定

の権限を､ 父母や教員をはじめ市民へ譲り渡す

方向に舵を切り替え始めることになる｡ そうす

ることで､ バウチャー制度や免税制度のような

公的資金の流出論や､ 公教育の民営化論がおさ

えられると期待したのである｡ かくして､ チャー

ター・スクールが学校選択のシンボルとして登

場してくるのである(18)｡

２. チャーター・スクールとは

チャーター・スクールは､ ｢特許契約学校｣

とも訳される､ 従来の学校制度にとらわれない､

まったく新しいタイプの公立学校である｡ 近年､

アメリカにおいてこれまでの公立学校に代わり､

急速に広まりつつある｡

新しいタイプの学校を自分たちの手でつくり､

運営したいと希望する教師､ 親､ 公私の団体等

(＝設置申請者､ オペレーター (operator) という)

が､ 学校の設置許可権限を持つ州の教育機関 (＝

設置許可者､ スポンサー (sponsor) という) と契

約 (チャーター) を結び､ 独自の教育理念で､

自律的に学校運営を行う学校がチャーター・ス

クールである｡ すなわち､ 設置許可者から交付

されるチャーターにもとづき法令規則の適用免

除を受け､ 学校区に拘束されることなく､ 独自

のカリキュラムを､ 自分たちの手で運営し､ 学

習成果に責任をもつ公立学校である｡ 公立学校

であるから運営には公費が支出される｡ 入学希

望者が定員を上まれば抽選などの公平な方法が

とられる｡ 従来の学校制度では､ 当然のことな

がら､ 必修科目とか､ 卒業認定単位数とか､ 生

徒規律とかに縛られる学校運営が行われていた｡

設置許可者は州 (州のチャーター・スクール法

の規定による｡ 後述) によってさまざまである｡

通常は州や地方の教育委員会であるが､ 公立大

学､ 郡教育委員会､ 市議会の場合もある｡

以上の特徴を､ ｢自律性｣､ ｢責任性｣､ ｢選択

制｣､ ｢公立学校｣ の４点に絞り､ さらに見てみ

ることにする｡

① 自律性 (autonomy)

チャーター・スクールは州､ 学校区によ

り定められた多くの法令規則の適用免除

を受け､ 自律的に運営される｡ その結果､

チャーター・スクールはカリキュラム編

成､ 財政､ 人事等を独自に行うことがで

きる｡

② 責任制 (accountability)

法令規則の適用免除､ 権限の委譲という

特権と引き換えに､ チャーター・スクー

ルは教育の結果責任､ すなわち生徒の学

習成果に対し責任をもつこととなる｡ チャー

ター・スクールの設立許可にあたっては､

学校の教育目標およびその達成方法､ 成

果測定の方法等の組織運営､ 権利義務等

が規定される｡ 目標が達成されなければ

チャーターは更新されず､ また､ 契約事

項に違反があった場合には､ チャーター

は取り消される｡ 従って､ チャーター・

スクールは教育目標の達成と､ 生徒の期

待に応えるための努力が常に求められて
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いる｡ チャーターを取り消された学校に

ついては後述の表３を参照のこと｡

③ 選択制 (choice)

チャーター・スクールは､ 従来の公立学

校に替わる選択肢を提供する｡ 両親は､

居住する学校区や通学区に基づき自動的

に入学先が決まる公立学校と､ 学校区内

外のチャーター・スクールを比較し､ 子

どもの要望に沿う学校を選択することが

できる｡ チャーター・スクールの運営費

としては､ 当該学校区の生徒一人あたり

の運営費または州補助金額に基づき､ 入

学した生徒数に応じた金額が､ 学校区ま

たは州政府から支給される｡ この資金は､

学校を転校する生徒に付随して移動する

ため､ 選択の対象とされる従来の公立学

校とチャーター・スクールの間には､ 生

徒および資金獲得の競争が生じ､ 公教育

全体の質の向上がもたらされる｡

④ 公立学校

チャーター・スクールはあくまで公立学

校である｡ 法令規則の適用免除を受け公

的統制は緩和されるが､ 市民権､ 健康・

安全基準等に関する規定は免除されるこ

とはない｡ 公的資金 (税金) による運営､

授業料の無料､ 入学時の選別の禁止､ 宗

教的中立という要件は変わることがな

い(19)｡

それでは､ 学校選択という側面では同じ延長

線上にあるチャーター・スクールとバウチャー

制度の違い､ およびチャーター・スクールと私

立学校の違いはどこにあるのだろうか｡

まず､ バウチャー制度との違い｡

・チャーター・スクールはあくまでも公立学

校のなかでの選択肢の拡大であり､ バウチャー

制度は私立学校にまで選択肢は広がる｡

・バウチャー制度は無償の教育費を保証する

ものではない｡ 両親はバウチャーの額面と

私立学校の授業料の差額を負担しなければ

ならない｡

・チャーター・スクールは入学希望者を選別
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(出典) 『米国の公教育改革とチャータースクール』 p.42.



できない｡ 希望者が定員を超える場合は､

抽選等の公平な方法による｡

・チャーター・スクールは生徒の学力向上の

結果責任を負う｡ 常に学校設立の理念､ 方

針が検証される｡ バウチャー制度では学校

は結果責任を負うことはない｡

次いで､ 私立学校との関係｡ 両者は独自のカ

リキュラム､ 教職員､ 予算､ 内部組織による運

営という側面では同じであるが､ 学費および生

徒の選考という点では公私の違いは明白である｡

３. ｢強いチャーター・スクール法 (strong

charter law)｣ と ｢弱いチャーター・スクー

ル法 (weak charter law)｣

チャーター・スクールの設置は､ 各州のチャー

ター・スクール法に依拠している｡ 現在､ 40州

でチャーター・スクール法が制定されている｡

各州のチャーター・スクール法は実に多種多様

である｡ 特にチャーター・スクールの核心とい

うべき自律性と自律性がもたらす選択制は､ 設

置許可者と設置申請者の範囲､ および両者の関

係等を定める規定に大きく左右される｡ 学校設

立が簡単にでき､ 学校の自律性が保証される州

法は､ ｢拡張的な｣ ｢自律性の高い｣ すなわち

｢強い (strong)｣ 州法と呼ばれる｡ 一方､ ｢制

限的な｣ ｢自律性の低い｣ ものは ｢弱い (weak)｣

州法とされる｡ 当然のことながら､ 強い州法の

もとではチャーター・スクールは創り易く､ 弱

い州法のもとでは新しい学校の設立は困難であ

る｡

以下では､ 強い州法と弱い州法を分けるポイ

ントとなる７項目について､ より詳しく見るこ

とにする(20)｡

① 設置許可者の範囲

チャーター・スクール設置許可者 (spon-

sor) は､ チャーター・スクールの設置

申請を受理・審査し､ チャーターを交付

する機関である｡ 同時に､ 設置許可者は､

設立されたチャーター・スクールの監督

や､ 違反があった場合のチャーターの破

棄､ 契約期間満了時の更新決定といった

役割も果たす｡

ほとんどの州法では､ 地方教育委員会

(以下､ 地教委とする) が設置許可者とさ

れている｡ これ以外の州教育機関が設置

許可者に認められる法律は自律性が高い｡

なぜなら､ 地教委以外の機関に設置許可

権限を与えることは､ 地教委から公立学

校の設置の独占権を奪うことを意味し､

既成組織の利害に拘束されない多様な学

校の設立が促進されるからである｡ 逆に

地教委のみが設置許可者の場合､ 既存の

公立学校への挑戦を意味するチャーター・

スクールの設立は､ 反感や抵抗に直面す

ることが多いため､ 設立には困難が伴う｡

② 設置可能な学校数

許可されうる学校の総数は無制限ではな

く､ 各州さまざまに決められている｡ チャー

ター・スクールの設置数に上限がない場

合は､ その法律の自律性は高い｡ 設置可

能数が小数に限定されれば､ 新たな学校

の設置は難しく､ 学校間の競争､ 両親の

選択肢の幅を制限することとなる｡

また､ チャーターの有効期間が定めら

れている｡ 期間が長いものほど自律性は

高い｡ 州法により３年から15年と幅があ

るが､ ３年から５年とする州が多い｡

③ 設置申請者の範囲

チャーター・スクールの設置申請者とし

て認められる個人・団体の範囲が広いほ

ど､ 多様性､ 創造性の導入が期待できる

ため､ 州法の自律性は高くなる｡ なお､

設置申請者がそのまま学校の管理運営者

になるとは限らないが､ 実際には校長､

理事会メンバーといった形で運営の中心

になることが多い｡

ここで､ 民間企業の参入という興味深

い問題がある｡ エジソン社は､ マサチュー

セッツ州､ オハイオ州､ ミシガン州等全

米の各地で､ チャーター・スクールを開
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校・運営している｡ それぞれの地元では､

教員組合等が､ チャーター・スクールを

税金を使う金儲け手段に利用していると､

反対運動を展開している｡ 一方､ 教育成

果があがっていること､ 教職員への手厚

い優遇等で､ エジソン社のチャーター・

スクールは増えつづけている(21)｡

④ 法律規則の自動免除

チャーター・スクールを設立する際に､

州・学校区の法令規則のうち免除される

項目を設置許可者と個別に協議しなけれ

ばならない州と､ 市民権､ 健康､ 消防・

安全基準等以外は一律免除が受けられる

州とがある｡ 前者は当然自律性の低い州

法､ 後者は自律性の高い州法ということ

になる｡ チャーター・スクール運営のた

めに特に重要なのは､ カリキュラム､ 財

政 (支出決定)､ 人事 (採用､ 解雇､ 勤務

条件) に関する権限である｡

⑤ 法的独立性

設立されたチャーター・スクールが法的

に学校区の一機関にとどまれば､ その自

律性は限られたものとなる｡ 法的独立性

が認められる場合でも､ 組織形態に制約

を設けない州もあれば､ 非営利団体に限

る等の制約を設ける州もある｡ また､ 教

員に団体交渉権が認められる州では､ チャー

ター・スクールの教員にもその権利が認

められる｡

⑥ 財政的自律性

チャーター・スクールの運営資金は､ 基

本的には学校が立地する学校区の生徒一

人あたりの運営経費または州の補助金額

に基づき､ 入学した生徒数に応じて学校

区または州政府から支給される｡ アリゾ

ナ､ ミシガン､ マサチューセッツ､ ミネ

ソタ (いずれも強い州法の州) の各州で

は､ 運営資金が自動的に決定され､ 完全

に管理権が認められている｡ 金額決定が

地教委との交渉に委ねられるところは自

律性が低い｡

⑦ 教員免許

多くの州ではチャーター・スクールの教

員となるのに､ 当該州の教員免許を必要

としている｡ 教員免許の有無に関わらず､

教科に応じた経験､ 知識､ 技能の保有者

を教員として採用を認める州は自律性が

高い｡

アメリカ教育改革センター (Center for

Education Reform,以下 CER とする) は､ 各州

のチャーター・スクール法を､ ｢強い州法｣ を

Ａランク､ Ｂランク､ ｢弱い州法｣ をＣランク､

Ｄランクで評価している｡ これによれば､ アリ

ゾナ州が最も強い州法をもち (設置数の制限な

し､ 有効期間15年､ 学校数は464校､ 全体の17％を

占める)､ ほかにはミネソタ州､ コロンビア特

別区､ デラウエア州､ ミシガン州､ インディア

ナ州､ マサチューセッツ州がＡランクである｡

Ｂランクがフロリダ州等の13州､ Ｃランクがイ

リノイ州等の13州､ Ｄランクが５州となってい

る (評価困難のＦランクが２州ある)｡ 最も弱い

州法はカンザス州である｡ (表１を参照)

４. チャーター・スクールの現状

全米の公立学校数は９万2,012校､ 私立学校

数は２万7,223校である｡ 生徒数は公立学校が

約4,721万人､ 私立学校が約594万人である｡

(1999―2000年度)(22)

クリントン大統領が一般教書演説で ｢全米で

チャーター・スクールを西暦2000年までに3,000

校にする｣ と述べた数にはおよばないものの､

チャーター・スクールは急速に広まってきてい

る｡

現在､ チャーター・スクール法の成立してい

る州が40州 (コロンビア特別区を含む) あり､ そ

のうち学校が設立されている州が37州ある｡ 校

数にして2,695校､ 生徒数で68万4,495人が学ん

でいる｡ (2002年秋現在､ 表１を参照)

公立学校でのチャーター・スクールの占める
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割合は､ 校数で2.9％､ 生徒数では1.5％である｡

1997年時点でのチャーター・スクールは､ 70

％が新設校であり､ 残りが公立校や私立校から

移行したものであった｡ 規模は小規模校が多く､

平均的チャーター・スクールの生徒数は約140

名であった｡ これに対しチャーター・スクール

のある州の公立校の平均的な生徒数は約475名

である(23)｡

2001～02年の調査では､ チャーター・スクー

ルのカリキュラム・教育目標で一番多いのが基

礎教育､ 次いで大学準備､ 科学・数学・技術の

順となっている (表２を参照)

５. チャーター・スクールの起源

チャーター・スクールの起源は､ ニューイン

グランドの教育専門家 (educator) レイ・バッ

ドの 『チャーターによる教育』 (1988年) の発

表からと考えられている｡ この提案を､ アメリ

カ教員連合 (American Federation of Teachers,

AFT) のアルバート・シャンカー (Albert

Shanker) 会長が支持したことで､ 急激に広ま

ることになった｡

1980年代後半､ フィラデルフィアでチャーター

ズとよばれる学校内の学校が始まるが､ その後

ミネソタ州で､ ｢時期｣､ ｢選択｣､ ｢結果に対し

ての責任性｣ を付加した新しいタイプの学校が

始まることになる｡

1991年６月､ ミネソタ州において全米で最初

のチャーター・スクール法が制定された｡ ミネ

ソタ州は1970年代からマグネット・スクールや

学校選択を認める入学の開放など､ きめ細かい

配慮で実績をあげており､ 教育関係者の間でも

学校選択の意義に対する理解が進んでいた｡ そ

して, 従来の学校選択は十分なものではなく､

より有効な選択制度が必要と考えた政策立案者､

市民グループによって､ チャーター・スクール

法が推進されたものである(24)｡

1992年９月７日､ ミネソタ州セントポール市

に全米で最初のチャーター・スクールとなった

｢シティー・アカデミー｣ (City Academy) が
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表１ チャター・スクールの法律の成立年､ 学校数､
強・弱の評価

州
法 の
成立年

学校数
強・弱
の評価

アラスカ 1995 15 Ｄ

アリゾナ 1994 464 Ａ

アーカンソー 1995 8 Ｄ

カリフォルニア 1992 428 Ｂ

コロラド 1993 93 Ｂ

コネチカット 1996 16 Ｃ

デラウエア 1995 11 Ａ

コロンビア特別区 1996 39 Ａ

フロリダ 1996 227 Ｂ

ジョージア 1993 35 Ｃ

ハワイ 1994 25 Ｃ

アイダホ 1998 13 Ｃ

イリノイ 1996 29 Ｃ

インディアナ 2001 10 Ａ

アイオワ 2002 0 Ｆ

カンザス 1994 30 Ｄ

ルイジアナ 1995 20 Ｃ

マサチューセッツ 1993 46 Ａ

ミシガン 1993 196 Ａ

ミネソタ 1991 87 Ａ

ミシシッピー 1997 1 Ｆ

ミズーリー 1998 26 Ｂ

ネバダ 1997 13 Ｃ

ニューハンプシャー 1995 0 Ｃ

ニュージャージー 1996 56 Ｂ

ニューメキシコ 1993 28 Ｂ

ニューヨーク 1998 388 Ｂ

ノースカロライナ 1996 93 Ｂ

オハイオ 1997 131 Ｂ

オクラホマ 1999 10 Ｃ

オレゴン 1999 25 Ｂ

ペンシルベニア 1997 91 Ｂ

ロードアイランド 1995 7 Ｄ

サウスカロライナ 1996 13 Ｃ

テネシー 2002 0 Ｃ

テキサス 1995 221 Ｂ

ユタ 1998 12 Ｃ

ヴァージニア 1998 8 Ｄ

ウイスコンシン 1993 130 Ｂ

ワイオーミング 1995 １ Ｃ

計 2,695

(出典) Center for Education Reform, Charter School in
Operation, Ranking Scorecard, から作成 ＜http:
//www.edreform.com./pubs/chglance.htm＞ (last
access 2003.2.12)

｢強・弱の評価｣ は､ 強い方から順にＡ､ Ｂ､ Ｃ､ Ｄの４
ランクに評価されている｡ Ａ､ Ｂが ｢強い法｣､ Ｃ､ Ｄが
｢弱い法｣ である｡Ｆは評価困難｡



開校した｡ 利用が低調な市のレクリエーション

センターに ｢間借り｣ をしての開校であった｡

生徒の年齢幅は13才から21才まで､ 最も多い年

齢層は16才から18才である｡ チャーターの契約

期間は３年｡ 学校はセントポールの公立学校の

生徒一人当たりの平均支出をやや下回る予算で

運営されている｡ 開校資金やコンピュータは､

地元の電力会社の援助による｡ 学校財政のコン

サルタントを経理担当として雇っているため､

教師たちは教育に専念できるという(25)｡

６. チャーター・スクールのアカウンタビリティ

および閉校� アカウンタビリティ (accountability)

チャーター・スクールはすでに見てきたよう

に､ 自発的な学校の設立､ 管理運営の自律性､

学校の選択制､ アカウンタビリティに特徴づけ

られる公立学校である｡ このうち､ これまでの

公立学校と一線を画す最大の特徴は､ 説明責任

ないし結果責任と訳されるアカウンタビリティ

(accountability) にある｡ すなわち､ チャーター・

スクールでは学校設立の理念､ 方針が常に検証

されるのである｡ 換言すれば､ 自分たちの望む

学校を自分たちで運営したいと思ったら､ まず

計画を申請する｡ 審査の結果認可されれば､ そ

れが公立学校 (チャーター・スクール) となる｡

しかし､ そのためには､ 契約期間内に教育の成

果をあげるという条件 (理念､ 方針の実現) の

契約を結ぶことになる｡ 成果があがらなければ､

最悪の場合学校は閉校となる｡

アメリカの教育はいまだに実績を説明するた

めの共通のシステムをもっていない｡ 学力の達

成度の評価には､ 標準学力試験や州の学力試験

を利用するほかない｡ また､ 出席率､ 財政上の

安定性, 法規の遵守等を基準に評価することに

なる｡ 部分的に評価するシステムはあっても､

これが必ずしも学校のアカウンタビリティを保

証するものではない｡

一方､ 学校新設の許可証を出す設置許可者

(スポンサー) にもアカウンタビリティの責務

が生じる｡ チャーター・スクールの理念・方針

に照らし､ 教育の達成度､ 財政の健全性､ 管理

(運営) 体制､ 法の遵守等を厳正に評価し､ 学

校の更新が妥当かどうかの評価結果を公表しな
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表２ カリキュラム・教育目標

基礎教育 (Core Knowledge) 18％

大学準備 (College Prep) 13％

科学・数学・技術 (Science/Math/Tech) 12％

課題指導 (Thematic Instruction) 10％

直接指導 (Direct Instruction) 8％

基礎の再学習 (Back to Basics) 8％

構成主義による学習 (Constructivist) 6％

芸術 (Arts) 5％

結果重視の教育 (Outcome-based Education) 5％

家庭・個別学習 (Home/Independent Study) 4％

職業教育 (School-to-work) 4％

二ヵ国語・外国語教育 (Bilingual/Foreign Language) 3％

大学入学資格試験・高校卒業 (GED/HS Completion) 3％

モンテッソーリ教育 (Montessori) 3％

探求的な学習 (Expeditionary Learning) 3％

仮想・電脳・オンライン (Virtual/Cyber/Online) 2％

ウオルドルフ教育 (Waldorf) <1％

国際バカロレア (International Baccalaureate) <1％

(出典) Center for Education Reform, Charter Schools 2002:Results from CER's Annual Survey of America's Charter
Schoolsから作成
＜http://www.edreform.com/charter_schools/survey2002.pdf＞ (last access 2003.2.12)



ければならない｡

なお､ チャーター・スクールの校数, 開校年､

設置申請者 (運営者)､ チャーターの有効期間,

生徒数､ 職員数, 財政状況等は毎年公表される｡� チャーター・スクールの閉校

前述のように､ チャーター・スクールの設置

許可者は､ 毎年学校の業績達成度の審査を行っ

ている｡

アメリカ教育改革センター (CER) の調査に

よれば (2002年10月現在､ 表３を参照)､ 学校設

立のチャーターを許可された2,874校のうち､

閉校したものが194校 (6.7％) あった｡ そのう

ち閉校理由のはっきりしている154校を分析し

たものが表４である｡

閉校理由で一番多いのが財政・資金の問題

(38.9％) であり､ 次いで経営・管理の運営上

の問題 (33.8％)､ リースの解約や利用許可の

取り消しという施設・設備の問題 (10.4％) と

続いている｡ 教育成果があがらないための閉校

は以外に少なく４番目 (9.1％) である｡

この他に､ さまざまな理由から地域の学校区

の公立校に統合されたものが60校､ チャーター

の交付は受けたものの､ 開校までには至らなかっ

たものが84校ある｡

チャーター・スクールが正当な理由によって

閉校するという事態は､ 公教育のなかでアカウ

ンタビリティが力を発揮できた結果ともいえる｡

チェスター・Ｅ・フィン・Jr.は次のようにいっ

ている｡ ｢チャータースクールのもつこの基本的

な性格が､ 大多数の教育改革との違いである｡

たとえ数校のチャータースクールがつまずいたと

しても､ チャータースクールという戦略はもちこ

たえるだろう｡ (略) 『失敗を認めることが､ 本

当に大切なのです｡ 公立学校はけっして失敗を

認めません｡ そして公立学校は､ 読み書きがで

きない子どもを卒業させ続けているのです｡』(26)｣

７. チャーター・スクールをめぐる問題点

チャーター・スクールは､ 近年のアメリカの
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表４ チャーター・スクールの閉校状況

閉校の理由 校 数 ％

財政・資金 60 38.9

経営・管理 52 33.8

施設・設備 16 10.4

教 育 成 果 14 9.1

学 校 区 8 5.2

そ の 他 4 2.6

(2002年10月)
(出典) Center for Education Reform. Charter School

Closures：the Opportunity for Accountability
より作成 ＜http://www.edreform.com/pubs/cs_c
losures.htm> (last access 2003.2.10)

表３ チャーター・スクールの閉校 (2002年10月)

州 学校数 閉校数 ％

アラスカ 15 3 20

アリゾナ 424 22 5

アーカンソー 6 3 50

カリフォルニア 371 14 4

コロラド 89 2 2

コネチカット 16 1 16

デラウエア 15 2 13

コロンビア特別区 42 6 14

フロリダ 189 19 10

イリノイ 28 3 11

カンサス 28 3 11

ルイジアナ 26 2 8

マサチューセッツ 44 4 9

ミシガン 197 7 4

ミネソタ 77 11 14

ミズーリー 23 1 4

ネバダ 11 1 9

ニュージャージー 63 8 13

ノースカロライナ 99 13 13

オハイオ 68 4 6

オクラホマ 10 1 10

オレゴン 17 1 6

ペンシルベニア 85 1 1

サウスカロライナ 8 3 38

テキサス 215 14 7

ウイスコンシン 97 5 5

計 2,874 194 6.7

(出典) Center for Education Reform, Charter School
Closures：The Opportunity for Accountability
より作成 ＜http://www.edreform.com/charter_sc
hools/closures.pdf＞ (last access 2003.2.12)

注：学校数の計は学校の設立の許可を得た校数である｡ 閉校
のないハワイ州, アイダホ州､ ミシシッピー州, ニュー
メキシコ州, ニューヨーク州, ユタ州, ヴァージニア州
の校数も含まれる｡ 閉校数の計には､ 理由の不明な40校
を含む｡



公教育改革では異例の速さで広がりを見せてい

るが､ そこには対立意見や問題点も指摘されて

いる｡

① 資金の問題

チャーター・スクールの運営資金は､ 州法に

よって異なるが､ 原則的には地方財源 (学校区

の税収) と州の補助金である｡ 大半のチャーター・

スクールは､ 従来の公立学校よりも小額の生徒

一人当たりの経費しか支給されていない｡ 弱い

州法のもとでは州の補助金のみとなる｡ 開校に

あたってのもろもろの資金は､ 設置申請者自身

が用意しなければならない｡ 最大の初期支出は

施設の確保である｡

従って､ チャーター・スクールは常に資金不

足に悩まされることになる｡

また､ 資金の交付は学校が開校され､ 生徒数

が確定した後になるため､ その間の資金繰りも

問題となる｡

② 施設の問題

学校の所在地は生徒の確保や通学に大きな影

響を与える｡ 新設校が抱える最大の問題は施設

の確保である｡ 新設校が既存の施設を利用でき

ることはまれである｡ このため､ 公立学校では

思いもよらないようなところで開校することに

もなる｡ プレハブ校舎､ 現在使われていない施

設 (教会､ レストラン､ 倉庫等)､ 商業施設､ リ

クリエーション施設を利用することになる｡ 加

えて､ 運動場の必要性､ さらには､ 机､ いす､

コンピュータ､ 教材等の備品類も準備しなけれ

ばならない｡

設置許可を受けても施設の確保ができないた

め､ 開校に至らないケースもある｡

③ 専門知識､ 技術の問題 (事務能力の不足)

運営資金が少なく小規模のチャーター・スクー

ルでは､ 少数の教職員が多くの業務を分担する

ことになる｡ 教科の専門家 (教師) の確保は当

然ながら､ 一般の学校事務､ 法律会計保健等を

処理する事務職員も必要である｡ チャーター・

スクールは教育関連の法令は適用が免除されて

も､ 消防安全基準等多くの一般法令には従う義

務があるためである｡ 小規模校では多くの事務

職員を抱えることは困難である｡ 学校開設以前

にも､ 開設に伴う諸準備､ 煩雑な書類の作成か

らすべてを自分たちの手で行う必要がある｡

多くの場合､ 親達がボランティア的に活動し

ている｡

④ 政治的背景

チャーター・スクールは､ 全米40州で法律が

成立しているように､ 多くの親をはじめ各層か

ら支持の輪が広がっているが､ 反対する勢力も

確実に存在している｡ それはほかならぬ､ 既得

権益が侵害されるとする教育関係者である｡ チャー

ター・スクールの進展は､ 教員組合にとっては

組合員の減少を､ 地教委には外部勢力との競争

を意味し､ 共に政治的経済的な影響力の減退を

危惧するのである｡ なかでも最大の抵抗勢力は

教員組合である｡ チェスター・Ｅ・フィン・

Ｊr.は以下のように指摘している(27)｡

｢チャーター・スクールのアイディアに対し

ては､ 各方面から､ とりわけ教員組合､ 教育委

員会､ 教育長から､ 絶えることなく､ そしてま

すます洗練された敵意が表明されている｡｣

｢チャーター・スクール法がひとたび発効す

れば､ それを骨抜きにしようとする動きはとど

まるところを知らない｡ 反対者たちは､ さらな

る立法､ 行政による規則の制定､ 司法による命

令､ また､ ときには通学区域の制限､ あからさ

まな嫌がらせなど､ 官僚的な形式主義によって

チャーター・スクールをがんじがらめにしよう

とする｡｣

｢教員組合や教育委員会とチャーター・スクー

ルとの拳闘試合だけでも十分見ごたえある殴り

合いだが､ 教員養成大学､ 学校行政官､ 障害者

運動､ 競争に慎重な私立学校､ 様々な批判者た

ちなど､ その脇や背後に控える教育の既得権益

層からも､ チャーター・スクールに対する牽制

がなされている｡｣

しかしながら､ これらの勢力もチャーター・

スクールの趨勢には､ 全面的な反対はしにくく
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なって来ている｡ 前記チェスター・Ｅ・フィン・

Ｊr.は､ その展開に則し４つの段階に分ける

ことができるのと述べている(28)｡

｢１. 完全に阻む｡ いかなるチャータースクー

ルも開校させない｡

２. 数を制限し､ 弱体化させておく｡ 多くの

制限と規制を課すことによって､ 数を少な

くし､ 開校した学校もほとんど自律性のな

いものとする｡

３. 競争して勝つ｡ 従来の公立学校からチャー

タースクールへ流れる生徒の数を最小限に

抑えるために､ チャータースクールと競争

する｡

４. 受け入れる｡ チャータースクールの理念

を､ 学校システム自身の目的のために､ 研

究開発の場として､ あるいは､ 従来のルー

ルのもとでは難しかった革新をもたらすた

めの枠組みとして活用する｡｣

８. チャーター・スクールの評価

1992年９月､ 全米最初のチャーター・スクー

ルがミネソタ州セントポールに開校してから約

10年が経つが､ 大部分のチャーター・スクール

は設立後数年しか経っていない｡ (表５を参照)

チャーター・スクールが､ 理念どおりに競争

原理の導入で､ 公教育改革の核心となっている

のか､ それとも一過性の流行に終わるのか､ こ

の年月では評価を下すには早すぎるであろう｡

また､ 国レベルの統一的な教育基準がなく､

チャーター・スクールの有効性を一般の公立校

と比べる州レベルの基準や評価システムの確立

していない現状では､ 早急な判断は控えるべき

かもしれない｡

しかし､ すでに公表された調査報告がある｡

エリック・ベッティンガー (Eric Bettinger,

Case Western Reserve University) は､ ミシガ

ンにおけるチャーター・スクールの調査報告で

要点を以下のように述べている｡

｢２年間の調査で期間が短く断定はできない

が､ チャーター・スクールの生徒のテストの結

果は､ 近隣の公立校の生徒と比べて優れている

とはいえない｡ 従ってチャーター・スクールの

方が効果的とはいえないし､ 競争原理の導入で

近くの公立校がプレッシャーを受け､ 改善され

たということもない(29)｡｣

現時点では､ 独自の教育理念を標榜するチャー

ター・スクールが次々と誕生し､ これまでの公

立学校とは異なる選択肢を提供し､ それらが好

意的に受け入れられているのは事実である｡ そ

して､ 多くの親達､ また子ども達のニーズに応
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表５ チャーター・スクール州法の成立年

成立年 州 名

1991 ミネソタ

1992 カリフォルニア

1993 コロラド､ ジョージア､ マサチューセッツ､ ミシガン､ ニューメキシコ､ ウイスコンシン

1994 アリゾナ､ ハワイ､ カンサス

1995
アラスカ､ アーカンソー､ デラウエア､ ルイジアナ､ ニューハプシャー､ ロードアイランド､ テキサス､
ワイオーミング

1996
コネチカット､ コロンビア特別区､ フロリダ､ イリノイ､ ニュージャージー､ ノースカロライナ､ サスカ
ロライナ

1997 ミシシッピー､ ネバダ､ オハイオ､ ペンシルベニア

1998 アイダホ､ ミズーリー､ ニューヨーク､ ユタ

1999 オクラホマ､ オレゴン､ ヴァージニア

2000

2001 インディアナ

2002 アイオワ､ テネシー

(出典) Center for Education Reform, Charter School Laws Across the States, Ranking Scorecard から作成
＜http://www.edreform.com/charter_schools/laws/rannkingintro.htm＞ (last access 2003.2.12)



えることには成功しているといえるであろう｡

｢我々がやろうとしているのは賭けであり､ こ

こまで述べてきたことは固定的な結論でもない｡

今のところ, この新モデルが ｢成功｣ であると､

だれも断言できない｡ しかし､ すばらしいスター

トは切られた｡ チャータースクールが成功すれ

ば､ アメリカの公教育の死を告げる弔いの鐘と

してではなく､ 大切な事業を再生させたすばら

しい事例となると我々は見ている｡(30)｣

注� 橋爪貞雄 『危機に立つ国家―日本教育への挑戦』

黎明書房, 1984, p.30.� チェスター・Ｅ・フィン Jr. (高野良一ほか訳)

『チャータースクールの胎動－新しい公教育をめざ

して』 青木書店､ 2001 (原書：C. E. Finn, Char-

ter Schools in Action) p.309.� 橋爪貞雄 『危機に立つ国家―日本教育への挑戦』

黎明書房, 1984, p.26.� 同上 pp.32～35.� 同上 pp.60～77.� 同上 p.263.� 同上 p.267.� 同上 pp.268～281.� New York Times May 15, 1992 A17.� 寺倉憲一 ｢2000年の目標：アメリカ教育法の成

立｣ 『レファレンス』 No.524, 1994, p.25.� 椙山正弘 『アメリカ教育の変動』 福村出版 1997

pp.330～331.� 『米国の公教育とチャータースクール―公教育の

選択・分権・民営化―』 財団法人自治体国際化教

会 1997 p.19.� 同上 p.20.� 加藤十八 『アメリカの事例から学ぶ学校再生の

決め手 ゼロトレランスが学校を建て直した』 学

事出版 2001 p.24～26.� 『米国の公教育とチャータースクール―公教育の

選択・分権・民営化―』 p.22.� バウチャー制度については､ ｢学校選択の自由化―

逆指名される学校｣ 『国勢の論点』 に詳細な紹介が

ある｡ ＜http://chosa.ndl.go.jp/KOKKAI/s_att

doc/0003516306.htm＞� ミルトン・フリードマン (熊谷尚夫ほか訳) 『資

本主義と自由』 マグロウヒル好学者 1975 (原書：

M. Frieddman, Capitalism and freedom.1962)

pp.101～102.� 鵜浦裕 『チャーター・スクール アメリカ公教

育における独立運動』 勁草書房 2001 pp.9～11.� 『米国の公教育とチャータースクール―公教育の

選択・分権・民営化―』 p.38.� 同上 pp.43～48.� 鵜浦裕 前掲書 p.175.､ チェスター・Ｅ・フィ

ン Jr.前掲書 p.359.� U.S.Department of Education Digest of

Education Statistics 2001 pp.76,98.� Jeffrey A. Frankel and Peter R. Orszag,

American Economic Policy in the 1990s (Mas-

sachusetts：MIT Press 2002), 680.� 『米国の公教育とチャータースクール―公教育の

選択・分権・民営化―』 pp.39～40 および U.S.

Charter Schools, Overview of Charter Schools

＜ http://www.uscharterschools.org/pub/uscs_

docs/gi/overview.htm＞ (last access 2003.2.12)� ジョー・ネイサン (大沼安史訳) 『チャータース

クールーあなたも公立学校が創れる』 一光社, 1997

pp.40～46. (原書：Joe Nathan Charter Schools

1996)� チェスター・Ｅ・フィン Jr. 前掲書 p.179.� 同上 p.225, p.222, p233.� 同上 p.221.� Jeffrey A.Frankel and Peter R.Orszag Op.

cit 681.� チェスター・Ｅ・フィン Jr. 前掲書 p.351.
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